
申請案件の照会を行う

～提出した申請書の審査状況確認及び電子納付を行う～

６２



６３

１．通知が届いている場合には、
  「申請案件に関する通知」をクリックしてください。

 申請案件に対する通知がある場合、「申請案件に関する通知」欄
 に未読の通知件数が表示されます。

通知コメントの確認



６４

２．「保険料納付のお知らせ」を
  クリックしてください。



６５

お知らせ・コメントが表示されます。

※ 厚生労働省に割り振られている収納機関番号は「００４００」です。



６６

電子納付

３．「申請案件一覧」をクリックしてください。

※「行政手数料等」の納付方法選択画面にて「電子納付」を選択した場合



６７

４．電子納付したい申請案件の
到達番号をクリックしてください。



６８

５．画面を下へスクロールしてください。



電子納付が行える期限です。
表示されている期限までに納付手続を
行ってください。 電子納付した場合に限り、納付状況欄は更新

されます。紙の納付書や口座振替による納付
の場合は納付状況欄は更新されません。

６．「電子納付」ボタンをクリックすると各金融機関の
  インターネットバンキング検索画面に遷移します。

６９



７０

７．「ＯＫ」ボタンを
   クリックしてください。



８．ご利用になる金融機関種別を
 選択してください。

７１



９．ご利用になる金融機関の頭文字を
  選択してください。

７２



１０．「利用可」ボタンをクリックすると、
  金融機関のインターネットバンキングにジャンプします。
  各金融機関のインターネットバンキングにおいて、
  電子納付の手続を行ってください。

７３



返送書類の取得

～電子公文書（申請書控）の取得手順～

７４



返送書類の取得

７５

 審査が完了し、申請が受理された場合、
「公文書」欄に未読の公文書件数が表示されます。

１．「公文書」をクリックしてください。



２．取得したい返送書類の到達番号を
 クリックしてください。

７６



３．画面を下へスクロールしてください。

７７



７８

４．「公文書をダウンロード」ボタンを
  クリックしてください。



７９

５．ご使用のパソコン内部の任意の場所を指定して、
「OK」ボタンをクリックしてください。

※ 電子公文書（申請書控）はＰＤＦファイルで作成されています。



８０

６．「ＯＫ」ボタンを
  クリックしてください。



８１

 公文書（申請書控）が発行されてから９０日間は、何度でも公文書（申請書控）
を取得することが可能です。

※ ９０日間を過ぎると公文書（申請書控）を取得することができませんのでご注意
ください。



８２

７．Ｐ７９で保存した公文書（申請書控）のＰＤＦファイルを
 開いてください。



８３

申請を受け付けた旨印字されます。
※ 日付については申請日ではなく、
あて先の労働局にて審査を完了した
日付になりますのでご注意ください。



お問い合わせ先/その他注意事項

～電子申請のお問い合わせ先/その他注意事項について～

８４



電子申請についてのお問い合わせ先

８５

https://www.e-gov.go.jp/contact
https://www.e-gov.go.jp/contact


注意事項

８６



電子申請様式「QA方式」について

付録



以下の労働保険関係手続について、令和４年１月１１日(火)から、従来の申請様式
に加えて、QA方式の申請様式を導入しています。

• 労働保険保険関係成立（継続）

• 労働保険概算保険料の申告（継続）

• 労働保険年度更新申告

※従来方式とQA方式のどちらの様式で電子申請するか、申請者が任意に選択するこ
とができます。より便利だと思われる様式をご利用ください。

※利用状況を見て、他の手続にもQA方式を導入するか検討します。

QA方式とは？
→ 様式の左側に項目名、右側に項目の説明と入力欄が表示される、
一問一答形式の電子申請様式のことです。

次のページからは、労働保険年度更新申告の手続を例として、従来方式と異
なるQA方式の画面表示や入力方法について紹介します。



従来方式とQA方式の画面表示 １／３

①手続検索結果一覧画面

従来方式 QA方式

手続名称「労働保険年度更新申告」で検索すると、従来の「労働保険年度更新申告」のほかに、「労働保険年度更新申告
（QA）」という名称の手続が表示されます。
※労働保険保険関係成立届（継続）や労働保険概算保険料の申告（継続）のQA方式でも同様に、手続名の後ろに「QA」が付きます。



従来方式とQA方式の画面表示 ２／３

②手続概要画面

従来方式 QA方式

手続検索結果一覧画面でQA方式を選択すると、手続名の末尾に「（QA）」が付いた手続概要画面が表示されます。



従来方式とQA方式の画面表示 ３／３

③申請書入力画面

従来方式 QA方式

QA方式の申請書入力画面では、従来方式のように申請書全体のイメージは表示されず、入力項目が一問一答形式で順番に追加
表示されていきます。



QA方式の申請書入力方法 １／２

①表示されている入力項
目を入力後、「次の項目
へ」を押下してください。

②次の入力項目が表示さ
れます。①と同様に入力
後、「次の項目へ」を押
下してください。

①、②を繰り返して、申請書の
全ての入力項目を入力します。



QA方式の申請書入力方法 ２／２

③全ての入力項目を入力し終えると、
チェックボックスが表示されますの
で、チェックを入れてください。

④エラーが表示されなければ、
「内容を確認」を押下してください。
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